
平成２４年１１月３０日 

府 中 市 教 育 委 員 会 

 

インフルエンザの出席停止期間の考え方について 

 

学校保健安全法施行規則第１９条第２号（平成２４年４月１日改正） 

「発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日（幼児にあっては、３日）を経過

するまで」 

 

１ 発症後５日について 

（１）「発症」の取り扱い 

「発熱（37.5 度以上）」のみを「発症」とする。発熱以外の症状（関節の痛み

等）は含まない。 

（２）「発症日」の取り扱い 

医師の診断日にかかわらず、発症した日（発熱が始まった日）を基準とする。 

（３）「日数」の取り扱い 

   発症した日の翌日から起算する。発症した日（発熱が始まった日）は含まない。 

 

２ 解熱後２日について 

（１）「日数」の取り扱い 

   解熱した翌日から起算する。解熱した日は含まない。 

 

 

 

 

 



３ インフルエンザ発熱期間と出席開始日の目安 

（１）幼児の場合 

発熱期間 ０日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 ９日目 

１日間 ☹ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
出席可能    

２日間 ☹ ☹ ☺ ☺ ☺ ☺ 
出席可能    

３日間 ☹ ☹ ☹ ☺ ☺ ☺ 
出席可能    

４日間 ☹ ☹ ☹ ☹ ☺ ☺ ☺ 
出席可能   

５日間 ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☺ ☺ ☺ 
出席可能  

６日間 ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☺ ☺ ☺ 
出席可能 

（２）児童・生徒の場合 

発熱期間 ０日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 

１日間 ☹ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

出席可能   

２日間 ☹ ☹ ☺ ☺ ☺ ☺ 

出席可能   

３日間 ☹ ☹ ☹ ☺ ☺ ☺ 

出席可能   

４日間 ☹ ☹ ☹ ☹ ☺ ☺ 

出席可能   

５日間 ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☺ ☺ 

出席可能  

６日間 ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☺ ☺ 

出席可能 

（☹発熱あり ☺発熱なし） 
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